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（第６５号議案） 

 

 仮称平和の森公園体育館新築工事等請負契約に係る 

 契約金額の変更について 

 

平成２９年３月２７日に議決された第３１号議案仮称平和の森公園体育館新

築工事等請負契約に係る契約金額を下記のとおり変更する。 

 

 

１ 契約金額 

変更前  金８，９６５，１７７，２００円 

変更後  金９，１００，１４２，２００円 

差 額    金１３４，９６５，０００円 

 

２ 契約者 

フジタ・協永・明成・日本設計特定建設共同企業体 

    構成員（代表者） 株式会社フジタ 代表取締役 奥村洋治 

    構成員      協永建設株式会社 代表取締役 清水和夫 

    構成員      明成建設工業株式会社 代表取締役 西村剛敏 

    構成員      株式会社日本設計 代表取締役 千鳥義典 

 

３ 変更する理由 

労務単価等の上昇に伴い契約金額が不適当となったため、工事請負契約約款

第２４条に基づき、契約金額を変更する必要がある。 

 


